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●主な被害状況について －令和 5年 7月 18日現在－ 

 

◇人的被害                                     

 ・死者 １名 ・行方不明者・重傷者・軽傷者 なし 

 

※参考 

【７月８日～７月１０日にかけての大雨災害の被害状況】 

人的被害なし 

 

 

◇住家被害                                     

・全壊・大規模半壊・半壊：なし 

・床上浸水：１６８件（大内 9、宮野 1、吉敷 1、平川 18、大歳 91、秋穂二島 1、嘉川 6、

小郡 41） 

・床下浸水：４５５件（湯田 2、仁保 2、小鯖 4、大内 185、宮野 4、吉敷 12、平川 49、

大歳 104、陶 3、嘉川 8、小郡 79、秋穂 1、徳地 2）          

                        床上・床下浸水の計：６２３件 

 

※参考 

【７月８日～７月１０日にかけての大雨災害の被害状況】 

住家被害なし 

 

 

◇農林業関係被害                                 

・水稲被害面積：２０．３５ha 野菜・花き被害面積：１．８５ha  計：２２．２ha 

   被害額：約１，３１８万円 

・農地：７か所、農業用施設：２か所 計：９か所  被害額：約２，２６５万円  

・小規模な農地、農業用施設、林道 被害額：約１億１，４００万円 

・農業機械等：１件  被害額：約８３万円 

農林業関係被害額の計：約１億４，９８３万円 

 

※参考 

【７月８日～７月１０日にかけての大雨災害の被害状況】 

・農地：１か所、農業用施設：１か所 計：２か所  被害額：約５００万円  

・小規模な農地、農業用施設、林道 被害額：約１，７００万円 

農林業関係被害額の計：約２，２００万円 

件 名： 令和 5年 6月 30日からの大雨災害の被害状況と予算対応について 

担当課： 
総務部 防災危機管理課 （電話：083-934-2723） 

総合政策部財政課 財政担当 （電話：083-934-2750） 
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◇港湾関係被害                                  

 ・漂着した流木等の処分                    

処分費 １００万円 

 

◇公共土木施設等被害                                

【６月３０日～７月１日にかけての大雨災害の被害状況】 

・河川：５７か所 被害額：約８億１千万円 

・道路： ４か所 被害額：約１億６千万円 

 

・小規模な河川・道路、法定外（赤線・青線） 被害額：約４億６千万円 

       公共土木施設等被害額の計：約１４億３千万円 

 

※参考 

【７月８日～７月１０日にかけての大雨災害の被害状況】 

・河川：７か所 被害額：約８千万円 

・道路：１か所 被害額：約３千万円 

 

・小規模な河川・道路、法定外（赤線・青線） 被害額：約３００万円 

       公共土木施設等被害額の計：約１億１，３００万円 

 

 

◇その他の被害                                   

・スポーツ施設被害 

  椹野川運動公園の冠水等：３施設 

スポーツ施設被害額：約３，８００万円 

 

 

 

 

 

 

 

被災者の救済対策や道路・河川の応急復旧など、早急な対応を必要とする経費が見込ま

れることから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき補正予算の専決処分を行いま

した。 

一般会計補正予算第４号（７月３日専決処分）の概要 総額 ２７７，９１４千円  

 【財源内訳】                         （千円） 

予算総額 国庫支出金 県支出金 地方債 一般財源 

277,914 1,336 13,050 20,500 243,028 

  ※一般財源の内訳は、繰越金 67,130千円、財政調整基金繰入金175,898千円 

●予算対応について  
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１ 被災者救済対策             ２０，３００千円  

 ●災害救助関係（災害救助法適用） …………………… １４，３００千円 

  ①避難所設置運営費……………………………… ７００千円【防 災 危 機 管 理 課】 

  ②災害ボランティアセンター運営事業………… ８００千円【地域福祉課】 

  ③災害援護資金貸付事業…………………… ４，５００千円【地域福祉課】 

※被災世帯の生活再建に資する貸付事業 

  ④災害弔慰金支給事業……………………… ５，０００千円【地域福祉課】 

※災害によって亡くなられた方の遺族に対する弔慰金の支給 

⑤学用品等給付事業……………………………… ３００千円【学校教育課】 

     ※床上浸水により喪失又は毀損した学用品の譲与又は貸与 

   ⑥被災家屋障害物除去事業………………… １，０００千円【道路河川管理課】 

     ※被災住宅内の障害物の除去 

   ⑦事務費……………………………………… ２，０００千円 

 ●災害見舞金支給事業 ……………………… ６，０００千円【地域福祉課】 

     ※床上浸水被害世帯に対する災害見舞金（３万円/世帯）の支給 

 

２ 生活支援関係               １０，９４８千円  

●防疫作業関係 ……･････…………………… ３，３００千円【環境衛生課】 

●ごみ処理関係 ……………………………… ４，０２９千円【資源循環推進課】 

 ●市営住宅維持管理事業 …………………… ３，６１９千円【建 築 課】 

   ※被災者用住宅の確保のための修繕、エアコン設置等 

 

３ 災害復旧関係（応急復旧含む）     ２４６，６６６千円  

●土木施設関係 ………………………………………… ２２６，０００千円 

  ※道路、河川 

●その他施設関係 ………………………………………… ２０，６６６千円 

    ※スポーツ施設、都市公園、斎場等の法面修復、流出土砂等撤去 

 

※７月８日の大雨時に必要となった排水ポンプ車追加配備費用、土嚢購入費用は即時対応

が必要であったため、予備費で対応しました。 

※今後も被害状況等を精査する中で新たな対応が必要な場合は、９月議会以降において補

正予算で対応します。 

 


